
 
 
 
 
 



令和７年度 社会福祉法人恵徳会 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

「経営の充実と法人経営の安定を目指す」 

 

Ⅱ 本部目標 

１． 新型コロナウイルスも、感染分類の変更によりインフルエンザ同等の扱いとなったが、ハイリス

クな高齢者に対しての感染対策が大きく変化することはない。 

前年度もこれまで同様感染対策に取り組んでいたが、複数の事業所でクラスター発生となった

ことから、今後も反省点、経験を生かした事業継続計画（BCP）を随時見直し、感染予防対策の

継続並びに充実化を図る。 

２． 法人内の ICT 化が一段落し、セキュリテイー対策、業務効率化が図られるようになった一方で、

現状として、令和６年度介護報酬改定における生産性向上（業務改善及び働く環境改善）に関す

る取り組みが不十分である。生産性向上に取り組むことで限りある人材の育成及び活用、良質

かつ安全なサービス提供に繋がる取り組みが実施できるよう各拠点に働きかけを行っていく。 

３． 人材育成の面では、経営に携わる次世代の育成に令和７年度も引き続き取り組み、世代交代を

図る。また、人材確保の取り組みとして、これまでも外国人労働者（EPA・技能実習生・特定技能

実習生）の採用を行ってきており、介護等の資格取得に向けたプログラム（日本語の学習・介護

業務の教育）の充実や日常生活の支援等を行い、早期に戦力となるよう支援を行っていく。 

４． 法人の健全な経営を行う上で、各事業所の収支バランスの取れた事業に向けて稼働率の確保、

支出項目の見直し等に取り組む。 

 

Ⅲ 具体的計画 

１．利用率の向上 

（１） 各事業所において毎月の目標値を明確にし、稼働率達成に向けて各職種協働で取り組む。 

（２） ホームページ、インスタグラム等を活用し、各事業所における日々の活動や行事、取り組み

などの情報を随時発信する。 

（３）  随時各事業所の稼働率の確認と分析を行い、予算の執行状況、収支状況等の情報を法人

全体で共有することで経営状況を可視化、一人一人の職員が危機感を持って稼働率達成に

取り組めるようにする。 

（４）  継続的な利用者確保に向けて、各事業所の特性に沿ったサービスが提供できるよう相談員

等と密に連携し、「空き状況」「受け入れに時間を要するケース」などの情報共有に努め、関

係各所との信頼関係を構築するとともに、新規開拓を積極的に行い、利用者の獲得を行う。 

（５） 営業活動を通して、ニーズの把握や共有を図り、各事業所のサービス向上を行う。また散見

される問題の整理と打開策の提示、今後の発展に向けた取り組みを実施する。 

 

２．高品質なサービスの提供 

  （１）施設内の環境整備を行う。 

①安心して生活できる住環境の整備、老朽化に伴う設備の改修に取り組む。 

 （２）利用者・家族のニーズの把握、課題の分析、実践を行う。 

①法人理念の周知及び具現化に向け、基本姿勢の実践を行う。 

②利用者、家族、職員へのアンケートを実施することで事業所の課題分析を行い、改善等に取り

組む。 

（３）安定した経営 
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①各拠点、及び法人全体の収支状況を把握し、中長期における安定した経営に向けての経営計

画、資金確保を行う。 

②人事、利用稼働率向上、経費等の効率化を行う。 

（４）感染対策 

①新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染対策を継続し、日常業務における衛生管理（消

毒、換気等）を確実に行うよう周知徹底し、感染発生時の拡大対策として、衛生物品の備蓄並

びに在庫確認を行う。 

②利用者・職員の体調管理を行い、体調不良時は早期対応、感染防止に努める。 

③感染者が発生時、感染拡大防止対策（ゾーニング等）、法人内の職員協力体制・感染対策物

品の支援等、BCP（事業継続計画）に基づき行動する。 

④感染対策終息後は、反省点等を踏まえ机上訓練等を実施し、随時 BCP（事業継続計画）の見

直し及び改善、更新を図る。 

  

 ３．働きやすい職場づくり・人材育成 

（１）法人全体で、次世代の人材育成に取り組み、役職・経験等に応じた研修を定期的に実施し、

外部研修へ積極的な参加を推進する。 

（２）法人内スクール及び各種団体による受講費の助成等を行い、資格取得のための支援を行う。 

（３）多様な働き方に対する雇用形態等の検討を行い、適正な職員確保、働きやすい労働環境の 

整備等を行い離職防止に取り組む。 

（４）ICT 化による業務の効率化や業務改善及び時間外労働を減らす等、労働環境の改善に努め、

良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくりを目指す。また、生産性向

上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に実施できるよう、法人本部が中心となって働きか

けを行う。 

（５）ホームページ等による求人活動を充実させるとともに、施設環境整備、職員の要望等の顕在

化を図り、離職防止に取り組む。 

（６）新職員に対する研修計画において、勤務開始後の不安解消や精神的なフォローを行いなが 

ら、ステップアップしていることが実感できるよう支援する。 

（７）これまで、マンパワー不足の解消と、職場の活性化に繋げるため、EPA 介護福祉士候補生や

（特定）技能実習生の受け入れを積極的に行ってきており、彼らが資格取得や早期戦力となる

ように支援を行う。 

（８）パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等が起こらないよう、情報収集、研修等を行い、万

が一ハラスメント等発生した際は、早期解決を図る等、働きやすい職場環境を整える。 

（９）ホームページの職員採用ページの見直し及び、ハローワーク等の求人内容を充実させ、求職

者の就職意欲を高める。また、求職者が働きたいと思えるような職場環境や福利厚生の改善を

行い、法人内の職員の様子もインスタ等の SNS を通して発信していく。 

   

４．地域貢献 

（１）新型コロナ感染対策により開催できなかった住民参加のイベントや研修等を改めて企画する。

また、施設職員による出前講座や施設の職場体験、施設実習受け入れなど、職員が持つ専

門性を活かした活動により、介護人材の育成等を通じて地域の福祉力の向上に努める。 

（２） 地域避難所としての施設の開放や、地域住民及び施設合同の防災教育・訓練等を行う。 

（３） 地域で開催される行事や様々な活動に参加し、地域との連携、信頼関係の構築を図る。 

（４） 「ふくおかライフレスキュー事業」と協同し、地域の生活困窮者に対する支援を行う。また、サ

ポーター養成研修、連絡協議会へ参加し、支援活動の充実を図る。 

（５） 各拠点における「認知症キャラバンメイト養成研修」受講者を増やし、地域のキャラバンメイト

と協力して、「認知症になっても安心して暮らせる社会を目指す」ために、地域や職域で認知
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症サポーターを増やす取り組みを行う。また、認知症の方やその家族が安心して暮らせる地

域づくりに貢献できるよう取り組む。 

 

５．諸会議 

 （１） 定例の役員会及び監査指導、諸会議等を下記により実施する。 

 

会議項目 開催予定日 会議・監査の内容 

１、理事会 

第１回 令和７年 ６月 定時/６年度第４四半期報告 

６年度事業報告、決算報告、 

理事・監事選任 

第２回 令和７年 ６月 理事長選定 

第３回 令和７年 ９月 定時/第１四半期事業報告、補正等 

第４回 令和７年１２月 定時/第２四半期事業報告、補正等 

第５回 令和７年 ３月 
定時/第３四半期事業報告、補正、 

８年度事業計画・予算等 

２、評議員会 第１回 令和７年 ６月 定時/事業報告、決算等 

３、評議員選任・

解任委員会 

令和７年  ５月 評議員の選任 

 

４、監事監査 第１回 令和７年 ６月 ６年度事業報告・決算関係の監査 

５、施設長会 毎月１回 法人・施設運営関係の協議 

６，運営会議 随時 理事会・評議員会議案関係の協議 

７、幹部職会議 毎月１回 
月次報告（各事業所・各種委員会） 

提案事項等の協議 

８、任意監査 ５月、１１月、２月 
会計士による会計監査、業務指導及び決算

監査等 

９、各種委員会 随時 企画、研修、広報、防犯・防災委員会 
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令和７年度 恵徳会ライフレスキュー事業計画（案） 

 

Ⅰ 事業目標 
「社会福祉法人として目に見える形で公益活動を実践する」 

Ⅱ 事業所目標 
ライフレスキュー連絡会や関係機関との連携を十分に図り、必要な制度やサービスにつなげる。 

 

Ⅲ 具体的計画 

１、 サポーターの配置並びに総合生活相談活動 

（１） 各事業所にサポーターを配置し相談の際は、ライフレスキュー連絡会や関係機関と連携を図

り対応します。 

（2） サポーター養成研修を受講し、ライフレスキュー事業の推進とサポーター増に努めます。 

 

２、 経済的援助 

（１） 経済的援助の必要性を判断した場合は、施設長の判断により経済的援助を行います。 

① 具体的な援助方法として、生活が安定するまでの家具・家電製品（リユース品）の支給や既

存 

制度（生活保護や日常生活自立支援事業）が適用されるまでの食料品の購入を行います。 

② 家具や家電製品（リユース品）の支給に備え、随時、職員の家庭で不要になった物品を確

保し 

 ます。 

 

３ 、地域での連絡会、研修会への参加 

（１） サポーターは課題の共有や相談援助技術の向上を目的として各種研修会等に参加します。 

① サポーター養成研修会 

② 各地区でのライフレスキュー連絡会 

③ 相談援助技術研修会(事例検討会) 
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令和７年度 特別養護老人ホーム恵昭園 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標  

    「施設運営の経営の充実と法人経営の安定を目指す」 

 

Ⅱ 施設目標 

    利用者に喜びと生きがいを持っていただけるよう、信頼と理解を深め、ケアの質の向上を図る。 

 

Ⅲ 具体的計画 

１． 利用率の向上 

（１） 安定した利用実績の達成 

① ベッド稼働率を維持し月次・年間目標値を達成します。（年間目標値：平均４７名／日）。 

・円滑な入所調整とスムーズな受け入れ・入所申込者への定期的な状況確認 

・入院および長期入院の予防に資する観察や早期アプローチ 

・緊急性などを考慮した新規申込者の積極的受け入れ 

② 法人本部と協力し営業・広報活動に努め、新規申込者（待機者）の確保に繋げます。 

（２） 適正な予算管理 

① 職員全員が事業所の収支状況を意識し、健全な経営を目指します。 

・収入増加やコスト削減の視点・サービスの見直し・業務効率化の推進 

② 予算に基づいた収入・支出を適正に行います。 

  

２． 高品質なサービスの提供 

（１） 利用者の尊厳の固持とサービスの充実・向上 

① サービス検討委員会を中心にサービスの維持・向上を図ります。 

・介護サービス委員会（食事、入浴、排泄）を中心に介護業務マネジメント 

・行事・レク委員会を中心に季節を感じる環境作りや利用者に応じた行事等の企画・実施 

・生産性向上委員会を中心に業務効率化や業務改善を推進 

② 各職種が率先して利用者・家族との関係性を深め個別ケア（ケアプラン）を実践します。 

③ 廃用症候群予防や機能維持ができるリハビリテーションと生活支援を実践します。また、必要 

な福祉用具・介護機器を導入します。 

④ 関係職種や給食委託業者との連携し、健康維持や満足度の向上につながる給食サービス・栄 

養マネジメントを実践します。 

⑤ 褥瘡対策委員会を中心に『褥瘡ゼロ』を継続します。 

・日々の観察と早期対応・褥瘡予防アセスメントの評価と活用・予防および治癒対策の実践 

⑥ 身体拘束適正化委員会・虐待防止委員会を中心に身体拘束・虐待防止の理解を深めます。 

・関係法令の学習と遵守・不適切なケアの改善（職員セルフチェック、早期発見チェック他） 

・職員のストレスケアへの取り組みの推進（ストレスチェック他） 

⑦ 家族と良好な関係を保ちます。 

   ・アンケートの実施・面会時の情報提供・面会制限に伴う心理的負担へのアプローチ 

（２） 健康状態の維持と医療連携 

① 高齢者の特性を理解し急変時等に速やかな対応が取れるよう医療と連携を図ります。 

・情報収集や心身の状態把握・定期健診の実施・嘱託医師との連携・家族の意向確認 

   ・医療ニーズに対応できる知識の習得と体制の構築・緊急時対応の確認と周知および訓練 

・歯科医療機関との連携・定期的な口腔衛生状態と機能の評価・口腔ケア計画書の策定 

② 円滑な看取りケアを提供します。 
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・利用者および家族へ説明と意向確認・嘱託医師との連携・全職種でのケアと学習 

（３） リスクマネジメントの実践 

① リスク管理委員会を中心に『事故予防や再発事故防止』を実践します。 

・事故・ヒヤリハット発生時のタイムリーな報告・即日可能な対策の実践（各職種・専門分野） 

・事故の分析と改善指示の実践・薬剤状況の把握と薬剤関係の事故防止 

・施設賠償保険による事故発生時の誠意ある対応 

② 感染症対策委員会・自衛組織を中心に BCP（感染症・非常災害）の取り組みを実践します。 

・感染症リスク意識の保持・自己管理の徹底・近隣の発生状況の把握と共有 

・感染症マニュアルの周知と見直し・実践と訓練・クラスター発生時の迅速かつ適切な対応 

・防災・防犯・非常災害マニュアルの周知と見直し・実践と訓練・緊急メール導入・備蓄品管理 

・感染症や災害予防に資する環境整備（備蓄庫・デイサービス他） 

③ 苦情解決第三者委員に対して事故・苦情等の報告を行い、透明性のある運営を行います。 

  （４） 適正な事務業務 

       ① 介護保険に沿った介護請求、預り金・保険証等の管理を適正に行います。 

  （５） 住環境整備 

① 安全かつ快適な生活環境を整備します。 

・居住環境や共有部の整理整頓・介護用品等の清掃と定期点検・老朽化に伴う設備改修 

② 衛生管理を徹底します。 

・衛生マニュアルの確認と実践・毎月腸内細菌検査の実施・必要時にノロウイルス検査実施 

・害虫駆除・排水管清掃・受水槽・循環浴槽の清掃 

 

３． 働きやすい職場づくり・人材育成 

（１） 職員の成長と育成 

① 職員個々が専門職としての役割を自覚し、職責を果たし、探求心や向上心を持ち続け自己研

鑽を重ねます。 

・内部研修や法人研修への積極的参加・動画視聴研修の有効活用・外部研修への参加 

② 指導職員は職員個々の能力を的確に見極め、キャリアアップ・やる気の継続へ繋げます。 

・適時適切な指導・課題の早期解決・ストレスケア・人事考課制度による適切な評価 

・資格取得への支援など 

③ 外国人労働者（EPA、技能実習生）に対する適切な指導と友好的な関わりを持ちます。 

   （２） 働きやすい職場環境作り（離職防止への取り組み） 

① 健康に働き続けることができる・働きやすい・やりがいのある職場環境を作ります。 

・計画的な有休取得・多様な働き方に対応したシフト作成・配置転換・異動 

・労働基準法に基づく健康診断・メンタルヘルスチェック・予防接種の補助 

・介護保険法に基づくコンプライアンス遵守体制など 

     ② クラウド化に伴う業務改善及び効率化を図ります。 

・各種ソフト（介護、勤怠、会計、給与）の積極的活用・ペーパーレスへの取り組み 

       ③  離職防止に向けた取組を行います。 

         ・SNS 活用も含む求人活動・福利厚生などの見直し・生産性向上による業務改善と効率化 

      

４．地域貢献 

（１） 信頼関係の構築 

① 外部機関・団体と積極的に関わり、関係作り・良好な関係性の継続に努めます。 

   ・須恵町・上須惠区（ミニデイサービス他）・社協・包括（オレンジリング、認知症サポーター他） 

   ・ふくおかライフレスキュー事業 

② 自然災害等の有事の際は、福祉避難所としての機能を確保します。 
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日程 時間 研修内容 担当 備考 訓練内容

４月２５日
（金）

19：00～
　20：00

令和７年度　事業計画説明会 各部署長

５月２３日
（金）

〃
高齢者の特性と基礎看護、救急法
感染症・食中毒の予防と対策①

看護師
栄養士

感染症BCP訓練

６月２７日
（金）

〃 身体拘束の適正化と虐待防止①
身体拘束適
正化・虐待
防止委員

消防 訓 練 （ 夜 間想
定）

７月２５日
（金）

〃
褥瘡予防と生活リハビリ
KY活動（法人合同研修）①

作業療法士
外部講師

＊日程変更あ
り

８月２２日
（金）

〃
コンプライアンス（法人合同研修）
（ハラスメント、人権）

外部講師
＊日程変更あ
り

９月２６日
（金）

〃 認知症ケア（法人合同研修） 外部講師
＊日程変更あ
り

土砂災害訓練・BCP訓
練、防犯訓練

１０月２４日
（金）

〃 感染症予防と対策②
感染症対策
委員

感染症BCP訓練

１１月２８日
（金）

〃 ケアプランの理解
介護支援専
門員

１２月１９日
（金）

〃 メンタルヘルス（法人合同研修） 外部講師
＊日程変更あ
り

消防 訓 練 （ 昼 間想
定）

１月２３日
（金）

〃 各部署研修 各部署長

２月２７日
（金）

〃
令和７年度事故報告・リスク検討会
②
身体拘束の適正化と虐待防止②

リスク管理・
身体拘束適正
化・虐待防止
委員

３月２７日
（金）

〃 委員会活動報告・サービス評価
サービス検
討委員

地震災害訓練・BCP訓
練

　法人新職員研修（＊県老施協研修動画視聴）

　法人新職員フォローアップ研修

法人研修関係 　法人中堅職員研修

　法人スキルアップ研修

　法人合同研修会（年４回）

　消防訓練（年２回）

防災・防犯訓練 　地震訓練（年１回）

関係 　土砂・風水害訓練（年１回）

　防犯研修（年１回）

　感染症・非常災害BCP訓練（年２回）

＊感染症の動向に伴う感染対策に応じ、適宜、開催や実施を検討する。

＊研修・訓練内容によりジョブメドレーアカデミー動画研修を活用する。

令和７年度　全体研修・訓練予定表
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令和７年度 特別養護老人ホーム恵昭園ショートステイ 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

   「施設運営の経営の充実と法人経営の安定を目指す」 

 

Ⅱ 施設目標 

利用者様・ご家族から選ばれる施設を目指し、ケアの質の向上を図ります。 

 

Ⅲ 具体的計画 

１. 利用率の向上 

（１） 平均利用者数６．８人/日 以上の稼働率を意識して、円滑な受け入れを行います。 

① 新規利用者の積極的な受け入れ 

・法人本部と協力し広報・営業活動・関係機関との信頼関係作り・ニーズ把握 

・固定利用者やロングショートの終了等、大幅な稼働の停止に出来る限り迅速に対応 

② 再利用・定期利用へのアプローチ 

・利用者・家族が安心して利用できるような関わり・振替や定期利用などの提案 

③ 可能な範囲での柔軟な受け入れ対応 

・緊急利用の受け入れ・利用の追加（延長）・利用者・家族の要望に応じた柔軟なサービス提供 

（２） 適正な収支管理  

① 職員全員が事業所の収支状況を意識し、健全な経営を目指します。 

・収入増加やコスト削減の視点・サービスの見直し・業務効率化の推進 

② 予算に基づいた収入・支出を適正におこないます。 

 

２. 高品質なサービスの提供 

（1） 利用者・家族との信頼関係の構築 

① 選ばれる施設に向けて信頼を得るサービスを提供します。 

・利用者・家族のニーズの的確な把握と情報共有・個々の暮らし振りが継続できる支援 

・送迎時等のコミュニケーション・利用状況報告書（及び連絡ノート）等の有効活用・個々の要望 

（依頼事）等の履歴管理と周知・アンケート調査の実施 

② サービス担当者会議に積極的に参加し、利用者・家族・担当ケアマネジャー・各サービス事業者 

間との連携・情報共有に努め、関係職種・職員へ情報提供及び周知を図ります。 

（２） 適正な事務業務 

       ① 介護保険に沿った介護請求を適正に行います。 

（３） 介護サービスの充実 

① 利用者に対し意図的・積極的に関わり、安全で安心できる生活の場を提供します。 

・新規利用時の精神的負担の緩和・リスクマネジメントの視点・詳細な記録・情報共有 

・認知症等による行動障害・精神症状に対する予測・予防的な支援・安心できる対応 

・計画的かつ個別的プログラムの検討と実施 

② 基本サービスの改善及び充実を目指します。 

・職員によるサービス評価・業務の見直し・業務改善・記録のデジタル化 

③ 行事・レク委員会を中心に季節感を感じられる環境作りや利用者に応じた行事等を企画・実施

します。 

（４） リスクマネジメントの徹底 

① リスク管理委員会を中心に『事故予防や再発事故防止』を実践します。 
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・利用時毎の利用者の体調や状態変化等の情報収集・関係職種間での確実な伝達 

・利用中の継続的な観察・再発防止や事故予防（予測）に有効活用できるような記録 

・施設賠償保険による事故発生時の誠意ある対応 

②苦情解決第三者委員に対して事故・苦情等の報告を行い、透明性のある運営を行います。 

③感染症対策委員会・自衛組織を中心に BCP（感染症・非常災害）の取り組みを実践します。 

・感染症リスク意識の保持・自己管理の徹底・近隣の発生状況の把握と共有 

・利用前の検温（在宅・施設到着時）・送迎車両や福祉用具の消毒・ 

・発熱など体調不良時の早期対応・利用可否の早期判断・家族および関係機関への報告 

・感染症マニュアルの周知・実践と訓練・クラスター発生時の迅速かつ適切な対応 

・防災・防犯・非常災害マニュアルの周知と実践および訓練・緊急メール導入・備蓄品の管理 

  （５） 健康管理 

① 看護スタッフを中心に状態把握・維持に努めます。 

・日々のバイタルチェック・心身の状態観察・家族等への相談・報告・有事の際の迅速対応 

・利用者の持参薬の把握・徹底した管理・薬剤関係の事故回避 

  （６） リハビリテーション・生活支援の実施 

① 利用者の機能維持や在宅生活が継続できるよう、リハビリ職員と共に支援を実践します。 

（７） 住環境整備 

① 生活環境としての快適性、利便性、安全性を追求し、必要な対策を速やかに行います。 

・居住環境や共有スペースの整理整頓・感染症や災害予防に資する環境整備 

・介護用品等の清掃および定期的な点検・老朽化に伴う設備改修 

② 衛生管理を徹底します。 

・衛生マニュアルの確認と実施・毎月腸内細菌検査の実施・必要時にノロウイルス検査実施 

・害虫駆除・排水管清掃・受水槽・循環浴槽の清掃・感染予防 

３. 働きやすい職場づくり・人材育成 

（１） 職員資質の向上 

① サービスの質やチーム力を高めます。 

・フロア会議の開催・職員間の情報共有・意思統一 

・内部研修や法人研修への積極的参加・動画視聴研修の有効活用・外部研修への参加 

② 指導職員は職員個々の能力を的確に見極め、キャリアアップ・やる気の継続へ繋げます。 

・適時適切な指導・課題の早期解決・ストレスケア・人事考課制度による適切な評価 

・資格取得への支援など 

（2） 働きやすい職場環境作り（離職防止への取り組み） 

① 健康に働き続けることができる・働きやすい・やりがいのある職場環境を作ります。 

・計画的な有休取得・多様な働き方に対応したシフト作成・配置転換・異動 

・労働基準法に基づく健康診断・メンタルヘルスチェック・予防接種の補助 

・介護保険法に基づくコンプライアンス遵守体制など 

     ② クラウド化に伴う業務改善及び効率化を図ります。 

・各種ソフト（介護、勤怠、会計、給与）の積極的活用・ペーパーレスへの取り組み 

       ③  離職防止に向けた取組を行います。 

        ・SNS 活用も含む求人活動・福利厚生などの見直し・生産性向上による業務改善と効率化 

 

４． 地域貢献 

（１） 信頼関係の構築 

①  地域主催の行事への参加を通して地域社会との連携を図ります。 

②  「ふくおかライフレスキュー事業」の情報を共有し、積極的に活動に参加します。 
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令和７年度 アネックス恵昭園 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

「施設運営の経営の充実と法人経営の安定を目指す」 

 

Ⅱ 施設目標 

   ユニットケアの理解を深め、入居者一人一人が、自分らしい暮らしを送ることができるよう支援する。 

    

Ⅲ 具体的計画 

１． 利用率の向上 

（１） 安定した利用実績の達成 

① ベッド稼働率の維持を目指します。（年間目標値：平均１７.５名／日）。 

・円滑な入所調整・入所申込者への定期的な状況確認・月次予算人数の達成 

・入院及び長期入院の予防に資する観察や早期アプローチ 

・緊急性などを考慮した新規申込者の積極的受け入れ 

② 法人本部と協力し営業・広報活動に努め、新規申込者（待機者）の確保に繋げます。 

（２） 適正な予算管理 

① 職員全員が事業所の収支状況を共有し、健全な経営を目指します。 

・収入増加やコスト意識の視点・サービスの見直し・業務効率化の推進 

② 予算に基づいた収入・支出を適正におこないます。 

  

２． 高品質なサービスの提供  

（１） 利用者の尊厳の固持とサービスの充実・向上 

① 入居者個々の自分らしい暮らし振りの継続に着目した介護サービスを提供します。 

・情報収集と情報共有・２４時間シートの活用と随時更新・状態や意向に応じた柔軟な対応 

・ユニットケアや個別ケア（ケアプラン）および暮らしの視点を重視したケアの実践 

・行事・レク委員会を中心に季節を感じる環境作りや利用者像に応じた行事等の企画・実施 

・生産性向上委員会を中心に業務効率化や業務改善を推進 

② 廃用症候群予防や機能維持ができるリハビリテーションと生活支援を実践します。また、必要 

な福祉用具・介護機器を導入します。 

③ 関係職種や給食委託業者との連携し、健康維持や満足度の向上につながる給食サービス・栄 

   養マネジメントを実践します。 

④ 褥瘡対策委員会を中心に『褥瘡ゼロ』を継続します。 

・日々の観察と早期対応・褥瘡予防アセスメントの評価と活用・予防および治癒対策の実践 

⑤ 身体拘束適正化委員会・虐待防止委員会を中心に身体拘束・虐待防止の理解を深めます。 

・関係法令の学習と遵守・不適切なケアの改善（職員セルフチェック、早期発見チェック他） 

・職員のストレスケアへの取り組みの推進（ストレスチェック他） 

⑥ 家族と良好な関係を保ちます。 

   ・アンケートの実施・面会時の情報提供・面会制限に伴う心理的負担へのアプローチ 

 （２） 健康状態の維持と医療連携 

① 高齢者の特性を理解し、急変時に速やかな対応が取れるよう医療と連携を図ります。 

・情報収集や心身の状態把握・定期健診の実施・嘱託医師との連携・家族の意向確認 

   ・医療ニーズに対応できる知識の習得と体制の構築・緊急時対応の確認と周知および訓練 

・歯科医療機関との連携・定期的な口腔衛生状態と機能の評価・口腔ケア計画書の策定 

② 円滑な看取りケアを提供します。 
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・利用者および家族へ説明と意向確認・嘱託医師との連携・全職種でのケアと学習 

（３） リスクマネジメントの実践 

① リスク管理委員会を中心に『事故予防や再発事故防止』を実践します。 

・事故・ヒヤリハット発生時のタイムリーな報告・即日可能な対策の実践（各職種・専門分野） 

・事故の分析と改善指示の実践・薬剤状況の把握と薬剤関係の事故防止 

・施設賠償保険による事故発生時の誠意ある対応 

② 感染症対策委員会・自衛組織を中心に BCP（感染症・非常災害）の取り組みを実践します。 

・感染症リスク意識の保持・自己管理の徹底・近隣の発生状況の把握と共有 

・感染症マニュアルの周知と見直し・実践と訓練・クラスター発生時の迅速かつ適切な対応 

・防災・防犯・非常災害マニュアルの周知と見直し・実践と訓練・緊急メール導入・備蓄品管理 

・感染症や災害予防に資する環境整備（備蓄庫・デイサービス他） 

③ 苦情解決第三者委員に対して事故・苦情等の報告を行い、透明性のある運営を行います 

（４） 適正な事務業務 

①  介護保険に沿った介護請求、預り金・保険証等の管理を適正に行います。 

   （５） 住環境整備 

① 個室ユニットの特性を活かし安全かつ快適な居住空間・生活環境を整備します。 

・居住環境や共有部の整理整頓・介護用品等の清掃と定期点検・老朽化に伴う設備改修 

② 衛生管理を徹底します。 

・衛生マニュアルの確認と実践・毎月腸内細菌検査の実施・必要時にノロウイルス検査実施 

・害虫駆除・排水管清掃・受水槽・循環浴槽の清掃 

 

３．働きやすい職場づくり・人材の育成と確保 

（１） 職員の成長と育成 

① 職員個々が専門職としての役割を自覚し、職責を果たし、探求心や向上心を持ち続け自己研

鑽を重ねます。 

・内部研修や法人研修への積極的参加・動画視聴研修の有効活用・外部研修への参加 

② 指導職員は職員個々の能力を的確に見極め、キャリアアップ・やる気の継続へ繋げます。 

・適時適切な指導・課題の早期解決・ストレスケア・人事考課制度による適切な評価 

・資格取得への支援など 

   （２） 働きやすい職場環境作り（離職防止への取り組み） 

① 健康に働き続けることができる・働きやすい・やりがいのある職場環境を作ります。 

・計画的な有休取得・多様な働き方に対応したシフト作成・配置転換・異動 

・労働基準法に基づく健康診断・メンタルヘルスチェック・予防接種の補助 

・介護保険法に基づくコンプライアンス遵守体制など 

     ② クラウド化に伴う業務改善及び効率化を図ります。 

・各種ソフト（介護、勤怠、会計、給与）の積極的活用・ペーパーレスへの取り組み 

       ③  離職防止に向けた取組を行います。 

         ・SNS 活用も含む求人活動・福利厚生などの見直し・生産性向上による業務改善と効率化 

   

４．地域貢献 

（１） 信頼関係の構築 

① 運営推進会議を通して、推進委員と情報共有し、風通しの良い施設作りに努めます。 

② 外部機関・団体と積極的に関わり、関係作り・良好な関係性の継続に努めます。 

   ・須恵町・上須惠区（ミニデイサービス他）・社協・包括（オレンジリング、認知症サポーター他） 

   ・ふくおかライフレスキュー事業 

③ 自然災害時などは、福祉避難所としての機能を確保します。 
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令和 ７年度 介護老人保健施設若杉の里 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

「施設運営の経営の充実と法人経営の安定を目指す」 

 

Ⅱ 施設目標 

 １，今年度の介護報酬改正に伴い、改正内容に沿ったサービス提供及び収支バランスの取れた経営に向

けて取り組む。 

 ２，感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供できる体

制を構築する。（BCP の作成） 

     

Ⅲ 具体的計画 

１． 利用率の向上 

（１）  利用者確保に努める 

① 医療機関、居宅介護支援事業所等各関係機関に対して、事業所特性や状況、空床状況等を適

宜発信し、紹介率アップを図ります。 

また、これまで訪問してきた事業所のみにとどまらず、新しい訪問先等も検討し、幅広い関係作

りに努めます。 

② 法人内他事業所との連携を図ります。特に、緊急性が高い場合など、自法人内他施設の入所状

況等を確認しながら、法人内での入所受入れがスムーズに行えるよう最大限の協力をします。 

③ 初回相談から入所までのプロセスをできるだけ短縮できるよう調整を行います。 

④ 入所希望者の緊急性や状況を把握し柔軟な対応を行います。 

⑤ 施設全体で毎月の収支状況の情報を共有し、予算に対する適正な支出及び執行状況の把握を

行います。 

 

２． 高品質なサービスの提供 

（１）  利用者・家族の個別性を理解し、個々の安全・安楽な施設生活を保障する。 

① 入所前面接では、心身状況と共に、これまでの生活スタイル、環境等など個別性を引き出せ 

るよう情報収集をするとともに、関係職種にて情報共有に努めます。 

② 各々が専門性を常に意識し、多職種との連携を密にし、利用者の望む生活を提供します。ま 

た、利用者の心身の状態把握に努め、自律を支援するサービスを提供します。 

③ 個別性のあるケアプランの立案とアセスメント記録の充実を図り、質の高いサービスを提供 

できるよう努めます。 

④ ターミナルケアの理解を深め、その人らしい最期を迎えることができるよう努めます。 

・終末期における治療方針の理解と情報共有を行います。 

・対象およびご家族に寄り添う姿勢の堅持と、チームコンセプトの確立を行います。 

・終末期の利用者・ご家族へ支援内容を常に検討し、統一したアプローチを行います。 

⑤ 状態・病状等の変化に伴うインフォームドコンセントの実施と明確な記録を行います。 

⑥ 利用者、ご家族が抱いている潜在的なニーズを引き出せるよう意図的な関わりを意識しま 

す。 また、 苦情・要望等に対しては真摯に受け止め、施設全体で解決に向け努力します。 

⑦ 介護ロボットの導入により、日頃の健康管理、及び状態悪化維持迅速な対応を図ります。 

⑧ 口腔衛生管理について、歯科医師または歯科衛生士より指導を受け、口腔衛生の管理に関わ 

る計画を作成し、計画に基づいて実施するとともに、定期的に計画の見直しを行います。 

⑨ 認知症ケア対応の向上を目的とし、内部研修、外部研修（オンライン研修の活用）に、職員 
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を参加させると共に、新規採用職員へは、入職時に研修を実施すると共に、新規採用職員が、

「認知症介護基礎研修」の義務付けの対象者とならない職員であった場合には、速やかに研修

の受講を促します。 

（２）  感染症や災害発生時の業務継続と対応能力の強化。 

    ① 利用者の安全確保 

      ・利用者は重症化リスクが高く、災害発生時に深刻な被害が生じる恐れがあることに留意して安

全の確保に努めます。 

    ② サービスの継続 

      ・利用者の生命、身体の安全、身体の安全を守るために BCP（業務継続計画）を基に最低限必要

となる機能を維持します。 

    ③ 職員の安全確保 

      ・職員の生命を守り、生活の維持に努めます。 

④ 施設のリスクマネジメント能力や災害対応能力をより高めるために、計画的に BCP を含む研修 

（年２回）や訓練（年２回）を実施します。新規職員採用時には、速やかに研修を実施します。 

    ⑤ 感染症の発生及び蔓延防止の取り組みを徹底するため、委員会の開催、指針の整備を行いま

す。 

    ⑥ インフラの供給が止まっても、普及作業が始まるまでの 3 日間を備蓄で乗り切れるよう備蓄の管

理行います。 

    ⑦ BCP に関連した最新の動向を把握し、BCP を見直します。 

（3） コロナ禍におけるサービス提供。 

① 新型コロナウイルス感染予防対策に重点を置き備品・消耗品の確保、ワクチン接種、家族面会

の制限等行いながらリアルタイムに対策を行います。施設内で感染が判明した場合を想定し

BCP（業務継続計画）の見直し等、感染拡大予防対策、サービス提供の確保を図ります。 

② 施設内で感染が判明した場合を想定しＢＣＰ（業務継続計画）の見直し等、感染拡大予防対策、   

サービス提供の確保を図ります。 

③ コロナ感染症の最新情報の習得を行い感染防止に努めます。 

④ 各部署と連携し、コロナ禍における利用者・家族のストレスの緩和に努めます。 

（4） 本人らしい生活が送れるようＡＤＬに沿ったリハビリに取り組む。 

① ポジショニング・シーティングを行い、安楽・快適な姿勢（肢位）を提供し、各ＡＤＬ場面での 

   アプローチを行います。 

② 認知症予防や進行防止に対するアプローチを行います 

③ 個々の生活歴や生活様式を踏まえたアプローチを行います。 

④ 各部署との情報共有を図り、ケアプランと連動するアプローチを行います。 

⑤ 看取り対象者・家族へのリハビリや支援の内容を常に検討し、統一したアプローチを行いま 

す。 

（5） 食生活の質を高める。 

    ① クラウドシステムを活用し、他職種との情報共有強化および効率化を行い、 

       利用者の状態把握に努めます。 

② 利用者、家族、職員と意見交換を行い、栄養ケアマネジメントを実施し、利用者の健康状態、 

身体状況に合わせた食事提供を行い、食事形態表の作成に努めます。 

③ 栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

④ 年間行事計画を立て、季節感、彩り考慮した食事メニューの充実を図ります。 

⑤ 行事食にお品書きを作成し、雰囲気づくりに努めます。 

⑥  利用者の状態に合わせて、栄養補助食品を積極的に活用し、栄養状態の改善を行います。 

⑦  定期的に給食委員会を開催し、厨房内の業務報告、意見交換会を実施します。 

（6） リスクマネジメント及び虐待防止に対する意識強化に努める。 
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① リスク防止に対し、常に最新の情報収集に努め、リスクマネジメントマニュアルの見直しを行 

います。 

② 虐待防止に努めます。 

・虐待防止委員会を開催すると共に、年 2 回の研修を実施し職員へ虐待防止について周知徹底

を行うとともに、専任の担当者を設置し虐待防止に努めます。 

・虐待防止に関する指針を定め職員へ周知徹底を図ります。 

・職員が虐待と思われる事案を発見した場合には、速やかに報告、相談ができる体制づくりを行

うとともに、市町村へ通報が迅速かつ適切に行うことができるよう職員教育を行います。 

③ 事故事例のアセスメント能力を高め、原因追究姿勢を堅持し事故再発防止に努めます。 

④ ご家族への適切なインフォームドコンセントを行い、予防カンファレンスを開催します。 

⑤ 物品・備品の安全点検・修理を定期的に行います。 

⑥ リハビリ実施時における人数調整や工夫を行います。 

⑦ リハビリ室の整理整頓を行います。 

⑧ リスク防止のため、確認作業のマニュアルの作成を行います。 

⑨ ゴキブリ駆除・排水管清掃を定期的に実施します。また、厨房職員の月 1 回の検便を確実に 

行います。 

⑩ 毎食配膳チェックを行い、配膳ミスを予防します。 

⑪ 介護報酬とサービス内容、契約内容の整合性を常に意識したサービス提供に努めます。また、

加算等については正しく理解し、請求間違いのないようにします。介護報酬・利用料請求時のチ

ェックを確実に行い、請求ミスがないように努めます。 

⑫ 行政主催等で実施されるリスクマネジメントの外部研修（オンライン研修の活用）、研修内容につ

いては、他職員に伝達する機会を設けるなどし、情報等を職員間で共有します。 

⑬ 事故発生時の施設賠償保険対応を適切に行います。 

 （7） 感染予防に対する取り組み 

① 感染症が発生した場合、業務継続計画（ＢＣＰ）に沿った対応を行います。 

② 感染対策マニュアルについては、日々の医療情勢に応じて柔軟に改訂・改善していきます。 

       また、マニュアルについては、全職員が理解し、業務遂行できるようにします。 

③ 感染症対策に対する意識の啓発・安全に業務を遂行する技能・チーム医療の一員としての意識

向上を図るために、研修を年間２回以上行います。 

   ④ 定期的に感染対策委員会を開催し、感染症予防に努めます。また、万が一、感染症が疑われる

状況が発生した場合は、速やかに恵昭園との合同臨時感染対策委員会を招集し、拡大防止に全

力を注ぎます。 

⑤ 行政主催等で実施される感染予防対策の外部研修（オンライン研修の活用）に積極的に職員 

を参加させ、研修内容については、他職員に伝達する機会を設けるなどし、タイムリーな情報 

等を職員間で共有します。 

⑥ 高齢者施設の職員としての自覚を持ち、感染予防に努めます。 

   （8） 業務の効率化・改善への取り組み 

   ① 利用者サービスの向上にむけて、勤務スケジュール等を適宜見直すなど、効率的な業務遂行が

できるよう努力します。 

   ② 記録の内容、仕方、その他の業務内容の見直しを行い、サービスの質は担保されながらも、業務

時間及び費用の省力化・効率化を図れるように努力します。 

   （9） 非常時の対応 

    ① 不審者侵入に対する防犯訓練等を行い、利用者の安全確保を行います。 

 

   （10） 衛生管理 

    ① 各種法令に対する衛生管理（水質管理、残留塩素等）を定期的に行います。 
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 ３.  働きやすい職場づくり・人材育成 

（１） 法人研修に参加し、キャリアパスとの連動を図ります。 

   （２） ＯＪＴとリンクしたＯＦＦ－ＪＴの実践と検証を行います。 

（３） 副主任、リーダーを中心としたＯＪＴを積極的に推進します。 

（４） 実践的な感染予防研修を実施します。 

（５） 成年後見制度、日常生活自立支援事業、介護保険制度等、支援に必要な知識の習得、向上に 

努めます。また、施設外研修の情報等を収集し、積極的に参加を図り、知識の向上に努めます。 

（6） 離職防止に努め職員確保を行います。 

① 職員の日頃の言動に注意し、異変を感じた場合には、迅速に面談等を行い離職防止に努めま

す。 

② 職員の身体的安全の確保や業務遂行に必要な技術の習得のサポートや環境整備を行います。 

③ 職員のメンタルヘルスケアに施設全体で取り組みます。 

④ パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等が起こらないよう、情報収集を行い、担当部 

署による早期解決を図る等、働きやすい職場環境を整えます。 

（7） 各介助場面における技術・ボディメカニクスの指導を行います。 

（8） 新人職員へ定期的な面談を行い、精神的フォローを行います。 

（9） 資格取得のための支援（なのくにケアスクール等の受講料補助、受験日の勤務調整等）を行 

い全体のスキルアップを図ります。 

（10） 退職者に対する職員採用を図り、労働負担の軽減に努めます。 

(11) 労働基準法等の制度改正に対応した適正な労働環境の確保に努めます。 

(12) ライフスタイルに合わせた勤務形態、ダブルワーク行っているパート職員の採用等、多様な 

働き方に対する取り組みをおこないます。 

(13) 研修に積極的に参加し情報伝達を行います。（オンライン研修の活用）介助場面における技 

術・ボディメカニクスの指導を行います。 

   （14） クラウド化に伴う業務改善及び効率化 

       ・手書きで行っていたケア記録、バイタル等を PC、タブレットで行うことで、効率よく正確に記録

することができるように努めます。 

       ・多職種間での情報連携・共有がスムーズに行えることで、サービスの質の向上を図ります。 

       ・利用者に対して行うケアの予定や医師の指示等を、利用者毎に時系列で確認することができ

ることにより、スムーズな業務遂行を図ります。 

       ・勤怠ソフトの導入により、勤怠管理を職員自ら行うことで、勤怠処理をスムーズに行うことがで

き、業務の効率化を図ります。 

   （15） 生産性向上に係る取組を行い人材育成とチームケアの質の向上、そして情報共有の効率化 

       ・新たな委員会を立ち上げる。構成メンバーとしては、役職者等関係なく現場職員を中心に構成

する。委員会開催は 3 か月に１度を目処とし、５S 活動を行うとともに業務の無駄を見える化す

る。まずは出来ることから目標設定を行い、業務の効率化を図る。 

 

  ４. 地域貢献 

 (1) 地域社会への支援 

      ① 町や小地域ごとの介護予防事業等への継続的な参加を行います。（地域包括ケアシステムと

の関わり） 

 ② 須恵町地域連携の会・地域ケア会議への参加を行います。 

③ 地域ミニデイサービス及び地域防災訓練に参加し、地域とのつながりを大切にします。 

      ④ 福岡レスキュー事業への理解を深め、活動します。 
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令和７年度 養護老人ホーム双葉事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

施設運営の経営の充実と法人経営の安定を目指す 

 

Ⅱ 施設目標 

利用者一人ひとりのニーズと意思を尊重し、常に質の高いサービスを提供出来るよう専門性の向上に

努めます。また、関係各所と連携し利用者確保に努めます。 

 

Ⅲ 具体的計画 

１． 利用率の向上 

（１） 利用者の期中在籍 60 名体制を目指します 

（2） 措置機関、病院、地域包括支援センター、他施設等への積極的なアプローチの実施とネットワ

ークの構築を図ります。 

（3） 収支バランスの改善 

  ① 予算段階での収支バランスを念頭に、収入、支出の管理を徹底し、状況説明はスタッフ 

     会議等を通して職員間で共有します。 

② 人件費については運営面でのバランスを念頭に精緻化を図ります。 

③ 営繕面においては計画的修繕等を行い、不測の計画外出費を抑止します。 

④ 措置控えの対策として、現体制での収入面の改善を積極的に検討し実行に移します。 

   （定員変更 78 名→60 名による単価改善・新規事業の模索等） 

（４） 入所希望者に対する施設見学および面接の迅速な実施、措置機関への情報提供を行います。 

（５） 迅速な入所が受けられるよう環境整備を行います。 

（６） 医療機関への入院が長期間にならないよう職員間の情報共有を図ります。 

（7） 利用率を維持または向上するために必要な業務依頼等について、積極的に他職種と情報を

共有しながら協力体制を図ります。 

   

２．高品質なサービスの提供 

   （１） リスクマネジメントに対する意識の強化 

① マニュアルの作成、更新、職員への周知徹底を行います。 

② 提出された事故・ヒヤリハット報告書に対し、迅速な防止策の検討および評価を実施します。 

③ 事故発生後の迅速且つ適切な対応を行います。 

④ 利用者の心身の状況把握に努め、ヒヤリハット報告書の重要性を理解した上で他職種との

情報共有を図り、事故を未然に防ぐように努めます。 

⑤ 利用者の心身の状態変化時は情報の共有とサービス内容の変更を行います。 

⑥ 利用者の状態に適した居室の検討を行い、必要に応じて随時移床を行います。 

⑦ 退院予定者の状態把握と各職種への伝達を行います。 

⑧ 利用者の状況を把握し、安全な食事の提供に努めます。 

⑨ 厨房内の環境整備、職員の腸内細菌検査の実施と、食中毒予防について利用者への啓 

発を行います。 

⑩ 感染症の予防に努めます。感染症に応じた適切な対応が行えるよう、感染症ＢＣＰと感染症

マニュアルの把握・手順を徹底し、感染拡大を防止します。 

⑪ 健康診断およびワクチン接種を実施します。 

⑬ 要望・苦情等に対する迅速かつ適切な対応および情報開示（苦情解決第三者委員への報 

   告会の実施 10 月・4 月）を行います。 
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⑭ 高齢者虐待防止と拘束（抑制）廃止について毎月検証を行い、職員への周知徹底を図りま 

す。 

⑮ 利用者の預り金等に係る管理・事務処理業務を適切に行います。 

 

 （２） サービスの質の向上を図る 

    ① 自立支援計画に基づいたサービスの提供および評価を行います。 

② 接遇マナーの向上に取り組み、利用者の尊厳を傷つけることのない対応を心がけます。 

③ 業務内容の見直しを随時行い、現状に沿った効率の良い業務改善を行います。 

④ 個々の状況に応じた食事内容の検討と、他施設との情報交換を活かし、食事満足度の向 

上（調理済み食品の味付け、果物等の食材の追加）を目指します。 

⑤ 利用者の日常生活において楽しみが増えるような行事等を行います。 

⑥ 介護保険サービス利用時の各事業所との連絡調整を密に行います。 

⑦ 利用者に関する事務代理業務について、迅速に処理を行います。 

 

  ３．働きやすい職場づくり・人材育成と確保 

① 関係法令に基づく適切な労務管理を行い、職員の不合理が発生しないように努めます。 

② 人事においては法人内のバランスを図りながら公平公正に行います。 

③ 職員の感染症に対しては、速やかに療養に専念出来る環境を整えます。 

④ 内部研修（法人合同研修）への参加、内容の充実を図ります。 

   ⑤ 人材育成としてのＯＪＴ環境を整え、外部研修に積極的に参加出来るよう努めます。 

⑥ コミュニケーションの重要性を理解し、情報共有に努めるとともに、意見や提案を多く出し合う

ことで早期に問題解決が出来るよう努めます。 

⑦ 他職種とも情報を共有しながら連携を取り、お互いが協力し合える職場づくりを目指し 

ます。 

⑧ 施設備品等に修繕・交換が必要となった場合は、迅速に対応出来るように努めます。 

 

４．地域貢献 

（１） 地域、社会貢献（公益的活動）に対する積極的取り組みと参加 

① ６月と１２月に地域の方と共に行うクリーンデー（地域清掃）と、毎月実施しているあいさつ通

り清掃を利用者と共に継続して行っていきます。 

② 地域を交えての防災教育（訓練）を９月に行い、自然災害ＢＣＰへの取り組みを実施しま 

す。 

     ③ 地域施設との交流を、利用者作成の作品交換を通じて行います。 

（２） 被虐待高齢者等に対する緊急保護入所の受け入れおよび心のケア 

   ① 緊急保護入所の依頼があった際には関係各機関と連携を取り、スムーズな受け入れを行う

とともに、次の行き先が決まるまでの間の心のケアや健康観察など出来る限りの支援を行

います。 

② 緊急保護入所の受け入れがスムーズに出来るよう、寝具・衣類等の確保を行います。 
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         令和7年度 特別養護老人ホームなの国 事業計画 
 

Ⅰ 事業目標 

    「経営の充実と安定した運営に取り組む」 

 

Ⅱ 施設目標 

   １， 入居稼働率の向上を目指す。 

   ２， “選ばれる施設”となる為、入居者の QOL 向上と情報発信に注力する。 

 

Ⅲ 具体的計画 

１．利用率の向上 

（１） 入・退居における円滑な調整を行い、年間を通して稼働率（75 名）を保持します。 

（２） 在宅部署や地域・在宅サービス提供機関、及び医療機関との情報交換や交流の場に積極 

的に赴き、新規入居者の確保に繋げます。 

（３） 入居希望者、依頼者との面談の中で希望する生活のニーズを把握し、必要に応じて在宅サ

ービス等、他部署利用へ繋げます。 

（４） 医療機関等からの依頼に対し、施設サービス利用を含め柔軟に対応します。 

（５） 多職種と連携・情報共有し、継続的な栄養ケアマネジメントの実施にて、健康の維持・増進

に努め、利用率の向上に繋げます。 

（６） 職員全体において、ノーリフティングケアやポジショニング、シーティング、環境設定など 

の見識を深め、技術向上ができるよう努めます。 

（７） 入居者の身体状況、生活環境の変化に伴うリスクマネジメントをユニットスタッフと共に 

行うと共に、ＰＤＣＡサイクルを回し、事故の検証、再発予防策の実施、効果測定及び振り

返りを行い、事故の未然防止や類似事故の発生防止に努めます。 

（８） 普段のケアの充実を図り、入院者を出さないために尿路感染や誤嚥性肺炎の予防に努め

ます。 

（９） 継続的な入居者及び利用者確保に向け、目標稼働率の達成状況や推移等を発信するこ 

    とで各事業所の目標達成に対する意識統一を図ります。 

（10） 各事業所における予算の執行状況及び収支状況等の情報を共有し、全職員が拠点全体 

の経営状況を把握することで稼働率の改善に取り組みます。 

（11） 法人ブログ・SNS 等を通じて情報発信を行い、魅力ある施設をアピールし入居者の確 

保に繋げます。 

 

２．高品質なサービスの提供 

（１） 生活の継続に重点を置いた面接やアセスメントを行い、“できること”を重視した入居の受け

入れを行います。 

（２） 入居者の個性や心身の状況に応じた生活の快適性・利便性・安全性を追求し、ユニットケア

を推進します。 

（３） 日々の情報収集を関係職種間で密に行い、速やかな課題の発見・解決にあたる。カンファ

レンスを通して職種間の連携を強化し、共通理解を基礎としたチームケアを推進します。 

（４） 会議や委員会活動における職員間の認識・連携を強化し、利用者満足・サービスの質の向

上を図ります。 

（５） 入居者、職員、施設の安全対策（事故、感染症、災害時の BCP 等）及び緊急時対応の構築

を図る。特に感染症対応に於けるマニュアルの随時更新・定期的なシミュレーションを実施

し、入居者と職員が安心できる環境を作ります。 
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（６） 受け付けた苦情の原因を究明し、職種間で連携を取りながら、総合的なサービスの質の向

上を図ります。 

（７） 感染症対応に於いても入居者の生活の質を担保し、サークル活動や施設内行事により多く

の入居者が参加できるよう、他職種と協力を図ります。 

（８） 感染予防として、1 日に対応するフロアを限定し、緊急時以外は複数階をまたいだ直接的訓

練を避けます。 

（９） 安全・安心な環境を提供できるよう、約月 1 回の頻度で介護職員と協働での車いすの 

チェックを行います。また機能訓練指導員は作成した福祉用具管理一覧表を用いて、約 

３カ月に１回の頻度で管理を行います。備品の故障・破損がある場合は、速やかに修理・ 

物品を購入します。 

(10） 外出気分を感じられる様なご当地色のあるメニューの導入、充実を図りつつ、季節感 

を感じられる食材の使用、目で見て楽しめる盛り付けの工夫を行い、食事内容の充実 

を図ります。また、感染対策を図りながら、食のイベント企画等、施設内でも楽しめる様 

に工夫します。 

（11） BCP を基にし、災害発生時の地域拠点（福祉避難所）としての役割を担います。 

（12） 安心して施設をご利用いただくため、老朽化に伴う機器の整備やハード面の改修。ま 

た介護ロボット等 ICT 機器の活用を推進していきます。 

    (13) LIFE からのフィードバックを活用し、個別計画に反映させ、ケアの質向上に努めます。 

 

３．働きやすい職場つくり・人材育成 

（１） 役割を明確にする事で業務負担を軽減し、残業時間の短縮を図ります。 

（２） 有給休暇を取得できる環境を作り、ライフワークバランスの充実を図ります。 

（３） 職種間で定期的な情報共有機会を設け、“見える化”を進め協力体制を築きます。 

（４） 感染症対策を行いつつ、必要な職員研修を企画、実施する事で施設全体のサービスの質 

の向上を図ります。 

（５） 県のモデル施設として取り組んでいるノーリフティングケアの実技指導を適宜行い、腰痛に

よる休職・離職を予防します。 

（６） 多様な働き方に向けた規則等の整備や時代に即した新たな雇用の確保を図ります。 

（７） 介護外国人労働（技能実習生）の雇用の継続的な受入体制を構築します。 

（８） クラウド化に伴う業務改善及び効率化を図ります 

   （各種ソフトの積極的活用・ペーパーレスの取り組み） 

  

４．地域貢献 

（１） 地域に開かれた施設を目指し、入居者が地域と繋がる機会を作ります。 

（２） 福岡市社協との連携による子ども食堂の食材の運搬を継続します。 

（３） 福岡ライフレスキュー事業へ継続した活動を取り組みます。 

（４） 自然災害等の有事の際は、福祉避難所としての機能を確保します。 
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令和 7 年度 全体研修予定表  

日  程 時  間 研  修  内  容 担  当 備  考 

4 月第 3 木曜日 
18:30 ～ 

19:30 

理念に基づく行動指針について   

ユニットケアについて 

施設長 

介護職員 
 

 

5 月第 3 木曜日 

 

18:30 ～ 

19:30 
食中毒の予防と対策 栄養士 法定 

6 月第 3 木曜日 
18:30 ～ 

19:30 

身体拘束廃止について① 

高齢者虐待について 
相談員 法定 

7 月第 3 木曜日 
18:30 ～ 

19:30 

コンプライアンスについて 

プライバシー保護について 

個人情報保護について 

外部講師 法定 

8 月第 3 木曜日 
18:30 ～ 

19:30 

ＫＹトレーニングについて 

リスクマネジメント① 
外部講師 法定 

9 月第 3 木曜日 
18:30 ～ 

19:30 
ターミナルケアについて 

看護師 

相談員 
法定 

10月第3木曜日 
18:30 ～ 

19:30 
感染症、褥瘡の予防と対策について 看護師 法定 

11月第3木曜日 
18:30 ～ 

19:30 
認知症の理解 久野相談員 法定 

12月第3木曜日 
18:30 ～ 

19:30 
メンタルヘルスについて 外部講師 法定 

1 月第 3 木曜日 
18:30 ～ 

19:30 

身体拘束廃止について② 

苦情について 
手嶋管理者 法定 

2 月第 3 木曜日 
18:30 ～ 

19:30 

リスクマネジメント② 

介護技術講習会 

介護職員 

リハビリ 
法定 

3 月第 3 木曜日 
18:30 ～ 

19:30 
防犯、防災、BCP について 

法人防災委

員会 
 

 その他の研修予定 

 新入職員研修会 

 リーダー研修 

 新入職員フォローアップ研修 

 中堅職員研修 

 救命救急研修 

 施設外研修 
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令和 7 年度 年間予定表 

 

月 施 設 行 事 地域行事・他 

4 月 公園への外出、散歩  

5 月 
炭火焼き 

（普段、食べない物を目の前で調理し、食べて頂く） 
 

6 月 おやつバイキング         

7 月 そうめん流し  

8 月 
花火鑑賞会 

居酒屋 
 

9 月 敬老祝賀会  

10 月 
コスモス見学 

みかん狩り 
 

11 月 
紅葉狩り 

文化祭 
壱岐校区文化祭 

12 月 
クリスマス会 

忘年会 
十郎川清掃 

1 月 初詣 鏡開き  

2 月 
節分 

バレンタイン 
 

3 月                ひな祭り  

その他月間予定・週間予定 

 

 サークル活動・・・・・・・・・・ 各ユニットで実施 
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令和 7 年度 ショートステイなのくに 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

「経営の充実と安定した運営に取り組む」 

 

Ⅱ 施設目標 

１、介護報酬改定に伴う動向にも注視し、職員の基礎的知識の裾野を広げる。 

２、利用者満足度の底上げ、安定した稼働の維持と向上に取り組む。 

          

Ⅲ 具体的計画 

１、利用率の向上 

   （１） 新規利用者受け入れの際は迅速に対応。利用者・家族が安心して利用して頂けるよう支援

し、再利用や定期利用に繋げます。月ベッド平均稼働率 17 以上を継続します。 

   （２） 緊急的な利用の受け入れ・利用の追加（延長）・時間外送迎等、可能な限り、利用者・家族の

希望・要望に応じた柔軟なサービス提供に努めます。 

   （３） 定期的に担当ケアマネジャーへ情報提供を行い、連携を図ります。 

   （４） 長期（特養・老健）入所や入所待機者も視野に入れた利用の受け入れ・事業紹介を行いま

す。 

   （５） ケア内容の変更点や追加点が明確且つ、周知徹底が図れる様、情報共有の工夫を行いま

す。 

 

２、高品質なサービスの提供 

   （１） コロナ禍におけるサービス提供 

バイタルチェックや自宅での状況等、常に状態を把握。普段と様子が違う際は家族やケアマ 

ネージャーへ相談・報告を行い、有事の際は各機関と連携し迅速に対応します。 

利用者、ご家族とのコミュニケーションを密に図り、信頼関係の構築、維持を図ります。併せ

て課題解決のアプローチを継続して実施します。 

   （２） 令和６年４月における介護保険改正に向けた取り組み 

    新たなサービスの誕生と再編、たび重なる利用者負担の増加、地域支援事業への移行等、

サービス控えや、他サービスへの移行が容易に考えられる。選ばれる事業所となり続ける

為に、アクティビティーの充実など、利用者満足度向上への取り組みにまい進します。計画

的、継続的な実施が行える様、ユニットスタッフと連携・協働を強化します。 

（３） 長期利用者の是正が始まる可能性が高い状態。可能な限り在宅生活との両輪で支援を続

けられるよう、機能維持の為のケアを取り入れ、関係職種間で連携を図り、『在宅生活を支

える』という本来の趣旨が発揮できるよう、対処します。 

（４） アウトカム評価にも対応できるよう、自立支援・重度化予防の観点にも着目し、職員の基礎

的知識、技術の底上げを図っていきます。 

     

３、働きやすい職場づくり・人材育成 

   （１） ショートステイ会議等に参加し、情報共有・意思統一を維持しつつ、チーム力向上に努めま

す。人材定着の継続を図ります。 

   （２） 外部研修等の機会を持てるよう努めます。 
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 ４、地域貢献 

   （１） 地域ケアを考える会の活動、ライフレスキュー事業、校区内の社会資源を活用し、地域課

題への継続支援を図ると共に、各関係機関との連携を継続します。地域福祉との共生、充

実の為に地域事業所等との連携・協働を図ります。  
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令和７年度 デイサービスセンターなのくに 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

経営の充実と安定した運営に取り組む 

 

Ⅱ 施設目標 

１ サービスの質の向上、改善に努める 

２ 新規利用者を増やしていく 

３ 感染症防止に努める 

 

Ⅲ 具体的計画 

１．利用率の向上…目標 17 名 

   （１）各居宅支援事業所、近隣の福祉サービス等を訪問し、新規利用者を獲得する為の広報・営業

を行います。その際、月の状況報告書と月間行事予定表も一緒に配布します。 

（２）職員が一体となって利用者に満足して頂けるサービスを一貫して行えるよう努めます。 

（３）特色あるデイサービスの運営を目指し、他事業所との差別化をはかります。利用者個々に目

を配り、キメ細かいケアを実施することで、利用者様の自立支援を促進できるよう努めます。 

（４）在宅高齢者とその家族のニーズを把握し、利用時間等の柔軟な対応を行うことで、利用される

ご本人・家族の思いを活かしたサービス提供の促進を図っていきます。 

（５）デイサービスセンターは、ヘルパーステーション・ショートステイの在宅サービス・施設サービ

スが同じ敷地内に立っており、一連の流れでご利用していただくことができる為、連携強化を

図り、法人全体の収益が上がるように努めます。 

（６）2S（整理・整頓）の徹底で業務の効率化を図ります。 

  

２．高品質なサービスの提供 

（１）職員の健康状態の確認、規定時間毎の消毒・換気を行いながら密集密接にならないように  

    サービス提供を行います。 

（２）在宅部門で、定期的に感染症マニュアルの見直しを実施します。基本的な感染予防対策を継 

続し、安心して利用できる拠り所として機能できるよう努めていきます。 

（３）ケアプランに基づいた通所計画書を作成し、一定期間の評価を行い、自立支援に向けたサー 

ビス提供を行います。 

（４）介護保険改正の情報を常に受信し、加算等の取得ができる人員確保を整備していきます。 

   （５）利用者様ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者様の心身の状 

況等に係る基本的な情報を、LIFE を用いて厚生労働省に提出を行います。 

（６）事業所内で提供サービスの振り返りを行い、チームでのサービス提供に反映し、必要に応じ 

て業務の改善を行います。 

（７）個人を大切にして質の高い接遇（特に言葉使い）ができるよう、研修参加・日々のケアの向上・ 

信頼関係・毎月デイ会議を行い構築に努めます。 

（８）ご利用様の外出の機会を増やすために月に 1 度は外出行事を行います。 

（９）毎月有料の工作レクレーションの時間を設け、ご利用者様に参加の有無を確認し、普段でき 

ない工作を行い満足度をあげていただきます。 

 

  ３．働きやすい職場づくり・人材育成 

   （１）話しかけやすい、相談しやすい雰囲気作りの確立を目指します。 
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   （２）専門性向上の為の研修参加への協力体制を確立します。 

   （３）有給を取得しやすい環境・協力体制の確立を行います。 

(４）職員の声に耳を傾け、業務内容の改善を図り、健康面の配慮も行っていきます。 

(５）新入職の職員への人材育成に努めます。 

 

４．地域貢献 

（１）地域での行事やボランティア活動に参加、近隣住民との連携・情報交換に努めます。 

（２）利用者とバザー作品を作り、地域文化祭で販売を行います。 

 

令和７年度 年間行事予定表 

 

月 施   設   行   事 工作ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

４月 お花見 おやつ作り（焼きもち） 

屋外散歩  

春の壁画作成 

ペンダント作成 

５月 端午の節句  おやつ作り（柏餅）  

鯉のぼり見学   

鯉のぼり作成 

６月 夏野菜の畑作り  あじさい見学 

七夕に向けて準備  

七夕壁画作り 

ガラスアート 

７月 七夕会    飾り山見学  

野菜収穫  デザート外出  

レジンストラップ 

夏の壁画 

８月 納涼会 おやつ作り（アイスパーティー） 

野菜収穫  買い物ツアー  

フォトフレーム 

９月 敬老会   コスモスドライブ  昼食外出 

屋外散歩   

文化祭提出作品 

置き物工作 

１０月 運動会 昼食外出  

春花の畑作り・種まき  

文化祭提出作品 

秋の壁画作り・コースター 

１１月 

 

文化祭  

紅葉狩りドライブ 芋掘り  

クリスマス作品 

冬の壁画 

１２月 クリスマス会 

忘年会 

買い物ツアー 

干支工作 

絵馬壁画 

１月 書初め   

初詣外出  

節分工作 

２月 節分 豆まき 

デザート外出  

ひな人形 

３月 おひな祭り 

菜の花見学 

ストラップ作り 

春の壁画 
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令和 7 年度 ヘルパーステーションなのくに 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

「経営の充実と安定した運営に取り組む」 

 

Ⅱ 施設目標 

   １、利用者の心身の状況やニーズ、その置かれている環境等を把握し、その人らしい生活が営め 

るようサービスを提供し、生活機能の維持、向上を目指します。 

2、利用者の人権を尊重し、個別性を重視したサービスの提供を実践し、利用者とその家族が安 

心できる事業所、地域に根ざした事業所を目指します。 

 

Ⅲ 具体的計画 

   １，利用率の向上・・・目標 21.5 名 

   （１）利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めま 

す。 

   （２）法令順守を徹底した事業運営と居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターとのスムー 

ズかつ密な連携（営業活動）を行い、職員が一体となって稼働率向上への取り組みの工夫を行 

います。 

   （３）安全かつ快適なサービスを提供するために、職員間等の報告・連絡・相談の徹底を図ります。 

計画に変更が生じた際は、利用者のニーズに基づいた訪問介護計画の再検討を行っていきま 

す。 

   （４）ヘルパーステーションは、デイサービス・ショートステイの在宅サービス・施設サービスが同じ 

敷地内に立っており、一連の流れでご利用していただくことができる。その為、連携強化を図り、 

法人全体の収益が上がるように努めます。 

 

２，高品質なサービスの提供 

（１）コロナ禍におけるサービス提供 

  ・安心してサービスを受けていただけるよう感染防止対策を取りながら、計画に沿って利用者と 

共に家事活動や身体介護を行います。 

  ・訪問介護員が感染の媒体者とならないよう、訪問前の感染対策を毎回チェックします。 

（２）感染対策 

   ・訪問介護員等個々が体調の自己管理を行い、出勤時には健康チェックを実施します。 

   ・利用者の日々の健康管理、住環境に十分配慮します。 

   ・定期的及び感染症流行時期に会議や研修を実施し、感染予防やまん延防止に努めます。 

    在宅部門での感染対策の連携も行います。 

（３）業務継続に向けた取り組み 

  ・感染症や災害発生時、現状に沿った BCP を策定し、安全、安心な訪問介護サービスを継続 

的に提供します。 

   ・BCP の研修やシミュレーションを定期的に実施し、職員間に共有するとともに不測の事態に備 

えます。 

・災害時に的確な判断で迅速な行動がとれるよう統一した認識と防災意識を深めます。 

（４）高齢者虐待防止     

   ・利用者へのサービス提供とともに家族との関わりも持ち、生活状況の把握に努めます。 

   ・サービス提供の中で信頼関係の構築に努め、相談しやすい関係作りを目指します。 

   ・虐待の疑いや発見時、各関係機関へ速やかに連絡を行います。 
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（５）認知症基礎研修 

  ・認知症基礎研修未受講者については研修を受講するとともに、全訪問介護員は認知症の事 

業所内必須研修に参加します。 

    ・認知症研修への参加を通して認知症ケアに取り組み介護の質の向上に努めます。 

  （６）加算取得に向けた取り組みの強化 

    ・既存取得加算の事業所加算については、継続できるよう算定要件の定期的な確認と遵守を行 

います。 

    ・令和 6 年 4 月から義務化される事項の遵守と新設加算の取得に努めます。 

 

３，働きやすい職場づくり・人材の育成と確保 

（１） 訪問介護員の個別面談やスキルアップを目指した研修に取り組むなど人材の定着のため職

場環境の改善に努めます。 

（２） 訪問介護会議・内部研修を月 1 回開催し、サービス提供にあたっての情報の共有と事業所全 

体の必要事項の共有、課題等の課題解決に努めます。 

（３） 職員の個別研修については、年間研修計画に沿って参加できるように事業所内でサポートを 

行います。また、Web を活用した研修実施に努めます。 

 （４）有休を取得しやすい環境整備・協力体制の確立を行います。 

 （５）クラウド化に伴い、広範囲で活動する訪問介護員等の情報を速やかに共有し、関係機関との 

連携を円滑に行います。 

 

４．地域貢献 

（１）地域の一員という自覚を持ち、利用者のサービス提供を実施しながら民生委員、地域住民と 

の交流を持ち、イベントの参加や日頃から地域との関係作りに努めます。 

（２）困難事例の利用者も受け入れ、地域ケア会議に積極的に参加します。 

 

 

令和 7 年度 全体研修予定表 

日  程 時 間 研  修  内  容 担 当 備 考 

 

４月第３木曜日 

16:30 

～17：30 

 

接遇 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

 

５月第３木曜日 

16:30 

～17：30 虐待防止 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

 

６月第３木曜日 

16:30 

～17：30 

 

熱中症対策 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

 

7 月第３木曜日 

16:30 

～17：30 

 

プライバシーの保護 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

 

8 月第３水曜日 

16:30 

～17：30 

 

食中毒予防 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

 

9 月第３水曜日 

16:30 

～17：30 

 

倫理・法令遵守 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 
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10 月第３水曜日 

16:30 

～17：30 

 

BCP ライフラインが止まったら？ 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

 

11 月第３水曜日 

16:30 

～17：30 

 

事故再発防止 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

 

12 月第３水曜日 

 

16:30 

～17：30 

 

感染症対策 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

  

1 月第３水曜日 

 

16:30 

～17：30 

 

ハラスメント対策 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

 

2 月第３水曜日 

 

16:30 

～17：30 

 

認知症ケア 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

 

3 月第３水曜日 

 

16:30 

～17：30 

 

緊急時の対応 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供

責任者 

 

□その他の研修予定 

・ 法人新職員研修（月、月） 

・ 法人新職員フォローアップ研修 

・ 法人スキルアップ研修 

・ 法人合同研修会 

・ 施設外研修 
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令和 7 年度 ケアプランセンターなのくに 事業計画 
 

事業目標      

施設運営の経営の充実と法人経営の安定を目指す 

 

具体的計画    

 １、利用率の向上 

（１）利用者、家族との信頼関係を保ち、継続的なケアマネジメントにて担当件数 36 件を目指します 

（２）いきいきセンター、病院連携室への定期的なアナウンス・情報交換を行い新規獲得に繋げます 

（３）各関係機関と連携していく中で、信頼され、選ばれる事業所を目指します 

                               

 ２、高品質なサービスの提供 

（１） 法令遵守 

・居宅支援事業所の運営基準を遵守し適切な事業所運営を行います 

  （２） アセスメント・傾聴力の向上 

   ・利用者・家族の声を聞き、思いを受け止め、望む生活を把握します 

・多角的な視点から生活を捉え、課題を把握していきます 

・本人・家族の有する力を見極め、自立支援をサポートします   

・ヤングケアラーなどの多様な課題への対応を促進できるよう研修に参加します 

(３) 公正中立なケアマネジメント 

・特定事業所に偏らず公正・中立な立場で情報提供し、ご利用者、ご家族のご意向に沿った 

サービス選択が行えるよう努めます  

・介護保険サービスのみならず、地域のインフォーマル資源を把握、 

 保健・医療・福祉など総合的なケアプランの作成を行います 

  (４) 介護護保険改正に応じた取り組み 

   ・感染症や災害の発生時は継続的にサービス提供できるよう、業務継続計画に基づき対応します 

   ・虐待防止委員会の開催、指針の整備、研修の実施 

   ・身体拘束委員会の開催、指針の整備、研修の実施 

 

 ３、働きやすい職場つくり・人材育成 

 

（１） ペーパーレスによる業務効率化を図ります 

（２） 他部署との連携、協力を行います 

（３） 研修会等にて、介護支援専門員としての質の向上を目指します 

 

 ４、地域貢献 

 

（１） 地域の研修会への参加、ネットワーク活動を通し顔が見える関係つくりを行います 

（２） 圏域連携会議，西区在宅医療地域リーダー会議へ参加し、相談窓口として活用していただける

よう努めます 
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令和 7 年度 なの国ケアスクール 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

「経営の充実と安定した運営に取り組む」 

 

Ⅱ 事業所目標 

  １，事業の安定的継続 

  ２，受講生の確保 

  ３，研修内容の充実 

  ４，地域貢献の推進と情報公開 

  ５，人材育成と確保 

    

Ⅲ 具体的計画 

１，利用率の向上 

（１）計画的な広報活動を行い、各講座の受講定員数（初任者研修 10 名 実務者研修 20 名）の確保 

に努めます。 

（２）ホームページを活用し、Web システムや研修内容など、スクールの魅力発信を積極的に広報 

し受講者獲得に結び付けます。 

（３）教育訓練給付制度、介護福祉士修学資金貸付制度等の助成制度の活用を広報し、また申請 

代行の充実化を図ることで受講者確保につなげることを目指します。 

 

２，高品質なサービスの提供 

（１）担当講師との意見交換・振り返りを随時行い、講義・演習内容、研修環境等のさらなる充実を 

図ります。 

（２）最新の介護知識・技術に応じた研修を実施できるよう、ＤＶＤ等の使用教材、補助テキストの 

情報収集を積極的に行い、随時更新していきます。 

（３）実習受入れ施設と密な連携を図り、現場で働くことを意識した実習プログラムを提供します。 

（４）介護福祉士受験対策講座」等、他にはないオプションサービスの充実を図ります。 

（５）受講生が安全な環境で授業を受けられるよう、感染対策に努めます。 

 

３，働きやすい職場づくり・人材育成 

（１）法人内職員への研修受講を積極的に啓発し、有資格者数の向上に努めます。 

（２）法人内で講義・演習を実施出来る人材を計画的に育成し、講師の量と質の向上に努めます。 

（３）受講修了者から、当法人への雇用に結ぶことにより、慢性的な職員不足の解消に貢献しま

す。 

  

４，地域貢献  

（１）地域住民に、積極的な学習の機会を提供することで、地域福祉の向上に貢献します。 

 （２）外国人・高校生等が受講しやすいスケジュール調整を行い、介護人材確保の向上に努めま

す。 
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令和７年度 企画推進委員会 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

「経営の充実と安定した運営に取り組む」 

 

Ⅱ 委員会目標 

   各拠点が共通認識のもと、理念の具現化に向けて様々な取組を立案し、法人内の活性化を図る。

また、法人が抱えている案件、制度改正に伴う課題等への対応を協議し、定例の検討会議や各

事業所(施設)の進捗状況の確認を行うとともに、拠点間の統一を図る。 

 

Ⅲ 具体的計画 

１．理念の具現化に向けて 

（１） 理念の具現化に向けて定例の検討会議を通して、各拠点における様々な問題を共有すると

ともに解決策の模索を行い、施設長会議に提言する。 

（２） ３つの基本姿勢（利用者・職員・社会）に対する取り組み事項の見直しを行い、職員一人ひと

りが日常業務の中で意識せずとも取り組むことができるようにする。 

    

２．安定した運営 

  （１） 資金確保に向けて早めに対応ができるよう、各拠点における現在及び決算時を予想した資

金状況（キャッシュフロー）を把握し、法人内の資金調達及び中長期の計画を立案する。 

  （２） 各事業所が定めた稼働率に対する進捗状況を把握し、業務成功事例、問題点等を共有し法

人全体で稼働率アップに向けて取り組む。また、各拠点における営業活動を把握し、情報共

有する。 

 

３．働きやすい職場づくり・人材の育成と確保 

    （１） 外国人労働者の雇用、また仕事と家庭（育児・介護）を両立できるような雇用形態に取り組む

ことによる離職防止等、職員が辞めない職場づくりを目指すとともに人材確保に取り組む。 

    （２） 労働基準法等制度改正の情報収集に努め、法人内での新たな制度の検討を行うとともに、

労働環境の改善に取り組み、働きやすい職場づくりを目指す。  

    （３） 生産性向上に向けて各拠点の企画推進委員が中心となり、5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつ

け）と 3M（ムリ・ムダ・ムラ）に取り組むとともに、ICT 等のテクノロジーの活用を企画・検討し、

業務効率化を図る。また、上記の取り組みによって生まれた時間・余裕を有効活用し、職員

のスキルアップや多様な働き方に向けた制度を設置する等、職員が働きやすい環境づくり

を行い、人材の定着を目指す。 
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令和 7 年度 法人研修委員会事業計画 
 

Ⅰ 事業目標 

「経営の充実と安定した運営に取り組む」 

 
Ⅱ 委員会目標 

研修を通して職員育成に取り組み、御利用者へのサービス向上を目指す。 

 

Ⅲ 具体的計画 

１， 定例委員会の開催 

法人研修の企画立案。また各施設の研修委員会と連携をはかり、法定研修や合同研修、新 

職員研修の運営を行う。 

 

２， 研修の開催 

1) 新職員研修 

・各施設において、新職員は入職時に実施 

・研修内容：感染症、リスク、身体拘束、虐待、BCP 

2) 合同研修 

・法人職員を対象とした法定研修を実施 

・研修内容：KY 活動、コンプライアンス（ハラスメント含む）、メンタルヘルス、認知症ケア 

・講師は福岡介護労働安定センターへ依頼し、講師の日程に合わせて開催 

3) 中堅職員研修 

4) スキルアップ研修 

5) 実務研修：企画立案中 

6) ジョブメドレーアカデミー動画研修やオンライン研修を活用 

7) その他：各施設の研修委員会へ依頼し、同和問題の研修を実施 

 

３，今年度活動計画 

・新職員研修：随時実施 

・合同研修：上記 4 項目を実施 

      ・法人研修委員会のシステム作り：委員の入れ替わりに伴い、効率よく研修の企画立案がで

きるように書式の統一や、必要ならガイドラインを作成する。 

・年間スケジュールの作成 

・実務研修の立案企画、開催 
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令和７年度 法人広報委員会 事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

「施設運営の経営の充実と法人経営の安定を目指す」 

 

Ⅱ 委員会目標 

社会福祉法人恵徳会としての理念を全職員に周知することができるよう努める。 

また、法人・施設・事業所の事業活動内容や取組等を利用者・家族・関係機関等外部機関にも発

信することで、法人・施設・事業所の理解や周知をしてもらうことができるよう努める。 

 

Ⅲ 具体的活動 

１， 定期的に委員会を開催し、委員会活動等の進捗状況の確認を行う。 

２， ホームページ、パンフレット等の情報発信ツールについて、適宜、検討・見直しを行うなど

で、より充実した情報発信ができるように努める。 

３， 法人理念について、各拠点への掲示を行うなどし、全職員への周知とともに家族・関係機関

等外部団体にも事業所について理解してもらうように努める。 

４， SNS を利用し、施設内の行事や取り組みを発信することで施設の認知度を上げ、ご利用者の

集客・職員の採用に繋げることができるよう努める。 
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令和 7 年度 防犯・防災委員会事業計画 

 

Ⅰ 事業目標 

「経営の充実と安定した運営に取り組む」 

 

Ⅱ 委員目標 

消防法第８条第１項に基づき、社会福祉法人恵徳会が管理運営する特別養護老人ホーム恵昭

園・アネックス恵昭園・老人保健施設若杉の里、並びに養護老人ホーム双葉・特別養護老人ホ

ームなの国、並びにサービス付き高齢者向け住宅まほろばの里なの国における火災、地震、そ

の他の災害の予防及び発生時における防火（防災）管理業務について必要な事項を定め、人命

の安全並びに被害の軽減を図ることを目的として防災対策を講じる。 

  １、防災対策訓練の実施 (火災・地震・風水害対策) 

２、防犯対策に係る防犯教育・防犯訓練。 

３、事業継続計画（BCP）更新 

 

Ⅲ 具体的計画 

１、防災対策訓練の実施 (火災・地震・風水害対策) 

（１）防災（ 火災・地震・風水害等）の対策を行います。 

（２）防災教育、防災訓練を実施します。 

① 職員に対する防災教育を実施。（5～6 月に計画） 

② 防災意識を高めるための防災教育を実施。（5～6 月に計画） 

③ 実際の火災を想定した消化、避難、通報等の訓練を実施。 (春季・秋季の 2 回) 

 

２、防犯対策に係る防犯教育、防犯訓練 

（１）職員を対象とした防犯教育、指導を実施します。（年 1 回） 

（２）職員を対象とした防犯訓練を実施します。（年 1 回） 

 

３、事業継続計画（BCP）整備 

（１）各施設 (サービス事業所含) における BCP の作成と更新を行います。 

（２）各施設 (サービス事業所含) 災害・感染後における BCP 作成と更新の進捗状況の確認を 

行います。 

   （3）職員を対象とした BCP 研修及び、災害・感染訓練を実施します。 

（4）地域との連携・・・福祉避難所開設の事前準備、地域公民館・自治体との連携等、整備を進め 

て行きます。 
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